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田辺市農業委員会議事録 

平成２８年１月８日（金）午後２時 紀南文化会館４階 研修室 

農業委員数３９名 

出席者３４名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕   ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治 

          ６番 向日 一義               

９番 更井 寛司 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳 

３７番 峯園 五郎                          

             

欠席者      ５番 市橋 宗行   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一 

          

           

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 岡内 伸午  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ６番 向日 一義  ９番 更井 寛司     

 

議    長   皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

暖冬、暖冬と言いながら、本当に暖冬になってしまって、梅の花も旧田辺

地区辺りでは、ちらほらと咲くような気候になってまいりました。また、

年末はみかんを取れども全然コンテナに溜まらずで、大変痛みが出まして

苦慮したところでございます。価格的には良い滑り出しだったと思います

が、みかん農家の方は苦労されていると思います。昨日、農振除外のこと

について市長と知事の話合いが持たれましたので、その結果についてはま

た局長から説明があると思います。我々としては農地を守るということは

揺るぎないことでありますが、それ以上に大変苦慮するところがございま

すので、皆さんのご意見も賜りたいと思います。それでは早速、定例会を

始めさせていただきます。 

議    長   それでは最初に、平成２４年１月議案（利用権）の変更について、事務局

の説明をお願い申し上げます。 

農振課 田上   それでは、平成２４年１月議案（利用権）の変更について説明させていた

だきます。変更前が、５番、○○○字○○○○、畑、８１５㎡、○○○○、

○○○○、使用貸借の梅、平成２４年２月１日から平成３０年１月３１日

までで新規でしたが、終期を平成３０年１月３１日から平成２８年１月３

１日に変更しました。以上です。続けて、田辺市農業経営基盤強化の促進

に関する基本的な構想による利用権設定について説明させていただきます。

１番、○○○字○○○○、田の１，１１１㎡、他１筆、合計１，１５３㎡、



2 

 

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間

２万円、持参払い、期間は平成２８年２月１日から平成３１年１月３１日

の更新です。２番、○○○字○○○○、畑の１，３１８㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２８年

２月１日から平成３１年１月３１日の新規です。３番、○○○字○○○○、

田の１，５５７㎡、他１筆、合計２，８４２㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年２月１日か

ら平成３１年１月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑の８８

１㎡、他４筆、合計２，７２２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○

○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年２月１日から平成３１年

１月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、畑の７３０㎡、他３筆、

合計１，９６８㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２８年２月１日から平成３１年１月３１日の更

新です。６番、○○○字○○○○、畑の８１５㎡、貸人は○○○、○○○

○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年２月１日

から平成４８年１月３１日の更新です。７番、○○○字○○○○、畑の３，

４３７㎡、他３筆、合計８，４４３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は

○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年２月１日から平成４

８年１月３１日の更新です。８番、○○○字○○○○、畑の３３㎡、他５

筆、合計７，１３１㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借の梅、期間は平成２８年２月１日から平成３４年１月３１日

の新規です。９番、○○○字○○○○、田の２１１㎡、他５筆、合計１，

７０３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、賃貸借の

水稲、年間白米２５ｋｇ、持参払い、期間は平成２８年２月１日から平成

３１年３月３１日の新規です。１０番、○○○字○○○○、田の４３０㎡、

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期

間は平成２８年２月１日から平成３０年１２月３１日の更新です。１１番、

○○○字○○○○、田の３３０㎡、他３筆、合計９１３㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年

２月１日から平成３２年１２月３１日の新規です。１２番、○○○字○○

○○、田の５９６、他１筆、合計１，５３０㎡、貸人は○○○、○○○○、

借人は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年２月１日か

ら平成３１年１月３１日の更新です。１３番、○○○字○○○○、田の４

４６㎡、他１筆、合計８９２㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２８年２月１日から平成３０年１

１月３０日の新規です。１４番、○○○字○○○○、畑の５，８６９㎡、

他１筆、合計１０，６２５、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○

○○○、使用貸借の梅、期間は平成２８年２月１日から平成３８年１月３

１日の新規です。合計１４件、４２筆、４２，４８５㎡、貸手１３名、借

手１３名です。続きまして、所有権移転を報告いたします。１番、○○○

字○○○○、地目は畑、面積は１，７５４㎡、所有権を移転する者は○○

○、○○○○、所有権を移転される者は○○○、○○○○、利用目的は畑、
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対価は８０万円、支払方法、支払期限は持参払い、平成２８年１月２０日、

所有権移転の時期は平成２８年１月２０日です。合計１件、１筆、１，７

５４㎡、譲渡人１名、譲受人１名です。以上、ご審議よろしくお願いしま

す。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは利用権の変更について、逐条審議

をお願いします。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、異議なしとのことでございます。そのように取り計らってよろしい

でしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは利用権の設定に

ついて、逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番について異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは無農薬栽培を希望されておりまして、稲

の無農薬栽培をされている○○○○さんということで異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１０番、１１番について異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１２番、１３番について異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは一軒家を借りての新規就農です。異議ご

ざいません。 

議    長   はい、以上１４件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、所有権の移

転の申出について逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。買主宅において８０万円で決定いたしました。この物件

に関しましては、買主の畑の奥側に譲渡人の畑があるということです。異
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議ございません。 

議    長   はい、以上１件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

農振課 田上   机に農地中間管理事業による農地の賃借についての資料を配付させていた

だいておりますのでご覧になっておいて下さい。 

○○番 委員   ○○番○○です。質問ですが、通作距離は現在どのようになっていますか。 

愛須  局長   通作距離は問わないということになっています。場所にもよりますが、ケ

ースバイケースでその人の耕作状態で判断せざるを得ないのかなと思いま

す。 

議    長   それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、５番 

市橋宗行委員さん、７番前田登さん、８番森敦孝さん、３８番石谷強委員

さん、３９番蔭地明一委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の

会議録署名委員に、６番向日一義委員さん、９番更井寛司委員さん、よろ

しくお願いをいたします。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請に

ついて、議案第２号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条

申請について、議案第４号農地の形状変更願について、議案第５号農地等

売渡あっせん申出について、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、

報告第２号農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出について、報

告第３号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議について、報

告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知についてを上程させていただき

ます。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局の説明をお

願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１７３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、交換です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１８８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、交換です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿が田、現況が畑、面積は８５０㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲

受人は○○○、○○○○、交換です。４番、土地の所在は○○○字○○○

○、地目は登記簿が田、現況が休耕、面積は８５０㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換です。５番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２，３３４㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。６番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が樹園地、面積は

４，６６５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

売買です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。

８番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積
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は７５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与

です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が

畑、面積は６７７㎡、他１筆、合計８０９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、交換です。１０番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２４４㎡、他１筆、合計９４

１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、交換です。

以上１０件について書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農

地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件には該当していま

せんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。 

議    長   ありがとうございます。第３条申請の逐条審議をお願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番について、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番、４番は交換分合ということで、異議ございません。 

議    長   はい、５番 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。何ら問題ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。９番、１０番については親戚関係で、等価交換です。異

議ありません。 

議    長   はい、３条申請１０件とも異議なしとのことです。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第４条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ５ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が畑、面積は３６８

㎡、所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟１４５．５

㎡、駐車場他２２２．５㎡、合計３６８㎡、着工日、工事期間は許可日よ

り６か月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっていま

す。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周囲を道路と住宅に囲

まれた農地で、第２種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は３６７㎡、所有者は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は貸事務所１棟１３４．９５㎡、駐車場他２３２．０５

㎡、合計３６７㎡、着工日、工事期間は許可日より６か月以内、農用地の

内外は昭和６１年５月１日に除外となっています。隣接同意、水利同意は

ございます。この土地は周囲を道路と河川に囲まれた農地で、第２種農地
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です。３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は３７㎡、他５筆、合計１，３１６㎡の内１，２１３㎡、所有者は○

○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，２１３㎡、着工

日、工事期間は許可日より１年以内、農用地の内外は平成２７年１２月９

日に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は

周囲を道路と住宅に囲まれた農地で、第２種農地です。以上３件につきま

して、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第４条第２項の許

可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろしくお願い申

し上げます。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１月６日に○○○○委員さん、局長さん、係長さんの４

人で現地調査をしてまいりました。１番、申請場所は○○○○の南３００

ｍで転用理由は住宅を建てたいということです。周囲の影響としましても

周りの同意、水利組合の同意もございます。転用内容は木造２階建ての住

宅と駐車場で土地は切盛りなし、排水は農業集落排水と雨水はＵ字溝へと

なっています。自分の土地に自分の家ということで問題ないと思います。

２番、申請場所は○○○○より西へ１５０ｍで、転用理由は貸事務所にし

て転用したいということです。周囲の影響としても周りの同意、水利組合

の同意もございます。排水は合併浄化槽と雨水は水路へとなっています。

以前に許可が出て、売買を済ませた土地の残りですが、道路側の土地が整

地されている状態です。３番、申請場所は○○○○より西へ２００ｍで、

転用理由は太陽光発電を設置したいということです。周囲の影響としても

周りの同意、水利は区長の同意もございます。転用内容は太陽光パネルで

切盛りなしです。排水は雨水の自然浸透です。問題ないと思います。以上

です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは○○○○に住んでいますが、親の地元に

帰って来たいということです。後は現地調査委員さんの報告のとおりです。

意義ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんから指摘がありましたが、先月、この

土地の奥に住宅が２軒建つということで分譲したわけですが、その進入路

として、この土地の梅の木を先に伐採して、そこから進入するという状態

になっていたと思います。隣接同意等ございますので、異議ないと思いま

す。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんは手広く農業されており、とても廻らない

ということで太陽光発電施設を設置するということです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請３件異議なしとのことでございます。
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そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、議案第３号

農地法第５条申請について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

岡内  係長   ６ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，２７

６㎡の内９３７．５㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用目的及び規模は太陽光発電施設９３７．５㎡、着工日、工事期間

は許可日より５か月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外と

なっています。隣接同意、水利同意はございます。使用貸借２０年間の設

定です。この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地で

す。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１７２㎡、他１筆、合計１９３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人

は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟６２．２５㎡、駐車場、

庭園１３０．７５㎡、合計１９３㎡、着工日、工事期間は許可日より６か

月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっています。隣

接同意、水利同意はございます。期間の定めのない使用貸借です。この土

地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。３番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５８６㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設５８６㎡、着工日、工事期間は許可日より１年以内、

農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっています。隣接同意、

水利同意はございます。この土地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、

第２種農地です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１８７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟１０５．１４㎡、駐車場、物

干し等２７０．８６㎡、合計３７６㎡、着工日、工事期間は許可日より６

か月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっています。

隣接同意、水利同意はございます。この土地は周囲を道路と住宅地に囲ま

れた農地で、第２種農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は１８９㎡、譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟１０５．１４㎡、

駐車場、物干し等２７０．８６㎡、合計３７６㎡、着工日、工事期間は許

可日より６か月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっ

ています。隣接同意は不要です。水利同意はございます。この土地は周囲

を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。６番、土地の所在は

○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５９０㎡、貸人は

○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は太陽光

発電施設５９０㎡、着工日、工事期間は許可日より２か月以内、農用地の

内外は平成２７年１２月９日に除外となっています。隣接同意、水利同意

はございます。この土地は周囲を道路に囲まれた農地で、第２種農地です。

７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況が宅地、
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面積は６．９７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、使用目的及び規模は浄化槽等６．９７㎡、着工日、工事期間は完成済

みです。農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっています。隣

接同意は不要です。水利同意はございます。始末書ございます。申請地は

宅地に転用後、利用を始めて既に８年が経過しております。譲受人が隣地

に住宅建築の際、浄化槽を計画どおりに設置できなくなりました。設置場

所を確保するために、申請地部分をどうしても譲り受ける必要が生じまし

たが、幸いに譲渡人の協力を得て譲り受けることができました。ただ、事

態が切迫していたこと、わずかな面積であったことに加え、付近に影響が

なかったことから所定の手続を省略して工事を継続して進めました。また、

譲渡人側の相続登記が未了であったことから、事後の手続も遅れて今日に

至りました。これら諸般の事情があったとは言え、私どもの甘い考えによ

るこれまでの不始末を心よりお詫び申し上げます。これを機会に今後は農

地法の認識を深め、再度このような機会が生じた場合には、計画を精査し

実行に移すことをお誓い申し上げます。どうか、今回に限りましては寛大

なご措置を賜りますよう伏してお願い申し上げますとのことです。この土

地は周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。８番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は７６５㎡、

他１筆、合計７７７㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は診療所１棟１９７．５㎡、駐車場他１，６５

５．５㎡、合計１，８５３㎡、着工日、工事期間は許可日より３か月以内、

農用地の内外は用途外、隣接同意、水利同意はございます。賃貸借２５年

間の設定です。この土地は都市計画用途地域内（第一種住居地域）にあり

ますので、第３種農地です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は１，０１９㎡、賃貸人は○○○、○○○○、

賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は診療所１９７．５㎡、駐

車場等１，６５５．５㎡、合計１，８５３㎡、着工日、工事期間は許可日

より３か月以内、農用地の内外は用途外、隣接同意、水利同意はございま

す。賃貸借２５年間の設定です。この土地は都市計画用途地域内（第一種

住居地域）にありますので、第３種農地です。１０番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５７㎡、賃貸人は○○

○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は診療所１

９７．５㎡、駐車場他１，６５５．５㎡、合計１，８５３㎡、着工日、工

事期間は許可日より３か月以内、農用地の内外は用途外、隣接同意、水利

同意はございます。賃貸借２５年間の設定です。この土地は都市計画用途

地域内（第一種住居地域）にありますので、第３種農地です。１１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は９４７

㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設９４７㎡、着工日、工事期間は許可日より２か月以内、

農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外となっています。隣接同意、

水利同意はございます。使用貸借２０年間の設定です。この土地は周囲を

道路に囲まれた農地で、第２種農地です。１２番、土地の所在は○○○字
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○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は９６３㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅４棟

２４２．２６㎡、道路、駐車場７２０．７４㎡、合計９６３㎡、着工日、

工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日

に除外となっています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は周

囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。１３番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は６１２㎡、他

１筆、合計９０６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は太陽光発電施設９０６㎡、着工日、工事期間は

許可日より６か月以内、農用地の内外は平成２７年１２月９日に除外とな

っています。隣接同意、水利同意はございます。この土地は過疎化の山村

地域にある小集落の農地で、第２種農地です。１４番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿が田、現況が休耕、面積は４０６㎡、他２筆、

合計１，１６８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○

○、使用目的及び規模は太陽光発電施設１，１６８㎡、着工日、工事期間

は許可日より２か月以内、農用地の内外は平成２７年２月１６日に除外と

なっています。隣接同意は不要です。水利同意はございます。この土地は

過疎化の山村地域にある小集落の農地で、第２種農地です。以上１４件に

つきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２

項の許可できない要件には該当していないと判断します。ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。          

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番の申請場所は○○○○の南３００ｍ、現況は梅畑で

転用理由は太陽光発電を設置したいということで、周辺への影響は周りの

同意、水利組合の同意もございます。転用内容は太陽光パネルで切盛りな

し、梅を伐採して整地するということです。雨水は自然浸透、市道側溝へ

流れるということで、問題ないと思います。２番の申請場所は○○○○の

北隣で現況は休耕地です。転用理由はここは母親の土地で、娘夫婦が家を

建てたいということです。周辺への影響は周りの同意、水利組合の同意も

ございます。転用内容は木造２階建て、駐車場、切盛りなしです。排水は

合併浄化槽で雨水と北側の既設水路へ流します。問題ないと思います。３

番、申請場所は○○○○の北１００ｍで現況は竹やぶです。転用理由は太

陽光発電を設置したいということで、周りの同意、水利組合の同意もござ

います。転用内容は太陽光パネル、切盛りなし、雨水は自然浸透で問題な

いと思います。４番、申請場所は○○○○から北へ５００ｍ、現況は梅畑

です。転用理由は整地して住宅を建築したいということです。周りの同意、

水利同意もございます。転用内容は木造２階建て、駐車場、コンクリート

擁壁をしたいということです。排水は合併浄化槽と西側の市道側溝へ流す

ということです。問題ないと思います。５番は４番と同じ内容ですので問

題ないと思います。６番、申請場所は○○○○より北東へ５００ｍ、現況

は梅畑です。太陽光発電の設置で太陽光パネル、切盛りなしで、周辺への
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影響も周囲の同意、水利組合の同意もございます。雨水は自然浸透で問題

ないと思います。私の担当は以上です。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番、申請場所は○○○○の南１００ｍ、現況は宅地で、

転用理由は申請地の隣接地で受け人が住宅を建築した際に、浄化槽の設置

場所が一部、申請地に入らざるを得なくなり、この土地を渡し人の了解で

譲り受けることになった。未相続だったので相続登記などで申請が今にな

りお詫び申し上げますとのことで、始末書が出てきています。転用内容は

合併浄化槽１基、西側の境界にはＵ字溝が設置済み、排水は合併浄化槽の

処理水はＵ字溝から南側の既設水路へ流すということです。周辺への影響

については近隣の農地への影響もなく、水利組合の同意もあります。問題

ないと思います。８番、９番、１０番については、所在地が同じなので一

括して説明させていただきます。賃貸人はそれぞれ３人おられますが、賃

借人については１人です。申請場所は○○○○の北隣で、転用理由は隣接

周辺が大型店など宅地化しており、農作業、特に消毒作業に支障が出てお

り、農業も難しくなってきている。転用内容については診療所で周囲にＵ

字溝を設置する計画です。排水は合併浄化槽処理で南側の既設水路へ流す

ということです。隣接の同意、水利組合の同意もありますので問題ないと

思います。１１番、申請場所は○○○○の南西５００ｍ、貸人借人は親子

関係です。貸人は高齢で梅の成りも悪く価格も低迷している。ここは日当

たりが良いので太陽光発電に転用し安定収入を得たいとのことです。転用

内容は太陽光パネル、切盛りなし、雨水は自然浸透です。隣接の同意、水

利組合の同意もございますので、問題ないと思います。１２番、申請場所

は○○○○の南２００ｍで、転用理由は渡し人は高齢で、家族も耕作面積

を減らしたい考えです。隣接地で分譲住宅を行っており、受け人は当該地

も分譲住宅で転用申請するとのことです。転用内容は分譲住宅４棟、排水

は合併浄化槽処理で進入路側溝から南側の水路へ流す計画です。隣接の同

意、水利組合の同意もございますので、問題ないと思います。１３番、申

請場所は○○○○の東１００ｍで、転用理由は渡し人は高齢となり農作業

も困難で縮小を考えていたところ、受け人から太陽光発電施設に利用した

いという要望があり、有効利用を考え、転用申請するとのことです。雨水

は自然浸透及び既設水路へ流すという計画です。隣接の同意、水利組合の

同意もございますので、問題ないと思いますが、○○○○の方が既に事前

着工ということで、埋め立て済みとなっており、始末書の提出は必要では

ないかと事務局には伝えております。１４番、申請場所は○○○○の北１

００ｍで、転用理由は渡し人は兼業で今後の耕作予定もありません。受け

人より太陽光発電の申し出を受け、譲渡することになったということです。

転用内容は太陽光パネル１８０枚で雨水は自然浸透です。隣接同意は不要

で水利同意はございますので問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの内容のとおりで異議はないのですが、

施工方法で、周囲にフェンスがあるのかを事務局にお聞きしたいのですが。 
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岡内  係長   申請書の見積明細書の中の記入事項にはフェンス工事と書かれていますが、

するかどうかの確認はできておりません。 

○○番 委員   ○○番○○です。農地法上が全く異議はないのですが、周辺には民家があ

り、小さなお子さんが何人かいるとのことで、ご近所の方から、危険性を

心配され、なんとかフェンスを設置できないかとの相談を受けています。

農業委員会に確認はしてみますと言っています。周囲の方がこのようなこ

とを危惧しているのに、農業委員会でひとつも審議をしていないというの

もどうかということから、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 

議    長   事務局、どうですか。 

愛須  局長   ほとんどフェンスはしているように思います。農業委員会でも要望が出た

ということを申請者には伝えて、フェンスを付けてくれるよう申し入れし

たいと思います。 

○○番 委員   ○○番○○です。それで異議ありません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。２番、３番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番、５番、６番について異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番は設置してから８年ということで、始末書もあり、

問題ないと思います。８番、９番、１０番については、道路には排水路も

あり、問題ないと思います。１１番については中山間の補助金関係で今ま

で我慢して今回の申請となっています。異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおり、１枚は既に埋めてお

ります。それと先程もお話しがありましたが、この申請場所は学校やプー

ルが近くにありますので、フェンスの設置が義務付けられているのか確認

をお願いしたいと思います。異議ございません。 

議    長   はい、１４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおりです。異議ございませ

ん。 

議    長   はい、以上で１４件の５条申請について異議なしということですが、その

ように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地の形状変更願について、事務局からの説明をお願いします。 

岡内  係長   １１ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８１９

㎡、他１筆、合計８６５㎡、申請人は○○○、○○○○、変更理由は盛土

して梅畑にしたい。着工日、工事期間は許可日より６か月以内、隣接同意、
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水利同意はございます。以上１件、ご審議の程よろしくお願いします。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは、現地調査の代表委員の方の所見

を賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、申請場所は○○○○より西へ２００㎡で、現況は

梅畑です。変更理由については、農作業の効率化のために地盤を嵩上げし

梅を植え替えるということです。内容は盛土３０ｃｍから５０ｃｍ、西、

東、南側の境界にＬ型コンクリート擁壁を計画しています。排水について

は雨水は自然浸透です。隣接の同意、水利組合の同意もございますので、

問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査委員さんの説明のとおりです。異議ございませ

ん。また、本人さんとも連絡を取ってみたいと思います。 

議    長   ありがとうございます。議案第５号農地の形状変更願１件について、異議

なしとのことでございますが、そのように取り計らってよろしいでしょう

か。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、そのようにさせていただきます。続きまして、議案第５号農地

等売渡あっせん申出について、事務局の説明をお願いします。 

岡内  係長   １２ページをお願いします。議案第５号農地等あっせん申出です。１番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４，

７５６㎡、他１筆、合計５，６３８㎡、作物はみかん、１０アール当たり

収穫量はそれぞれ２００ｋｇ、希望価格は合計４００万円、所有者は○○

○、○○○○です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１，９４０㎡、作物は梅、１０アール当たり収穫量は

１，０００ｋｇ、希望価格は１００万円、所有者は○○○、○○○○です。

３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は９５２㎡、作物は梅、１０アール当たり収穫量は１，５００ｋｇ、希望

価格は９０万円、所有者は○○○、○○○○です。以上３件、ご審議の程

よろしくお願いします。 

議    長   はい、それでは地元委員さんの状況説明をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。所有者の後継者の方が亡くなり、畑を処分しているとい

う状況です。現場は○○○○というところにあり、西南の方に向いた畑で

下側に市道が横断しており、２筆になっています。７段程度の段々畑にな

っており、上段が１反程の平らな土地になっています。利用権設定をして

いましたが、１２月に合意解約となり、今回あっせんということでありま

す。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。所有者も高齢で、息子さんも体が不自由であります。現

場は梅畑で急斜面なところであり、息子さんも作業ができないということ

で、誰か買っていただける方があればということです。 

議    長   はい、３番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。所有者の方は寝たきりで奥さんも体が悪く、何とかした

いということであっせんの申し出が出ております。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第５号の３件につきまして、あっせん   

することにご異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、あっせん委員さんを私の方から指名させてもらってよろしいで 

しょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、１番については、地元の○○○○委員さんと○○○○委員さん

と隣接で○○○○委員さんです。２番については、地元の○○○○委員さ

んと○○○○委員さんと○○○○委員さんです。３番については、地元の

○○○○委員さん、○○○○委員さん、隣接で○○○○委員さんです。以

上３件、あっせん委員の皆さんよろしくお願いします。続きまして、報告

第１号農地等売渡あっせん成立について、事務局の説明をお願いします。 

岡内  係長   １３ページをお願いします。報告第１号農地等売渡あっせん成立について

です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、

面積は１，７５４㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○

○○、成立日・価格は平成２７年１１月１３日、８０万円です。あっせん

委員は○○○○委員、○○○○委員、○○○○委員でした。以上１件ご報

告申し上げます。 

議    長   報告第１号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第２号農地法施行規則第３２条第１項第１号によ

る届出について、事務局の説明をお願いします。 

松平  主査   １４ページをお願いします。報告第２号農地法施行規則第３２条第１項第

１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に田、面積は９５㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は農業用倉庫１２㎡、転用面積は２４㎡です。以上、１件、ご報告

申し上げます。 

議    長   報告第２号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。それでは続きま

して、報告第３号農地法施行規則第５３条第１項第１４号による協議につ

いて、事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １５ページをお願い申し上げます。報告第３号農地法施行規則第５３条第

１項第１４号による協議です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿、現況共に畑、面積は６０２㎡の内１㎡、賃貸人は○○○、○

○○○、賃借人は○○○、○○○○です。賃貸借権の設定、無線基地局工

事、コンクリート柱１本、機器装置一式です。以上１件報告申し上げます。 

議    長   報告第３号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 
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議    長   ないようでございますので、報告第３号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知について、

事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １６ページをお願い申し上げます。報告第４号農地使用貸借契約の合意解

約通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に畑、面積は９６３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借の合意解約をした日は農地法第５条許可日、理由は売買に

よる農地法第５条申請のためです。以上１件報告申し上げます。 

議    長   報告第４号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第４号、報告とさせていただきます。そ

れではその他の案件です。１２月の県農業会議提出案件の４条２件、５条

１件について無事答申されましたことご報告申し上げます。なお、他の５

条１件について、事務局から報告していただきます。 

岡内  係長   先月、ご協議いただきました、○○○○の太陽光発電施設設置の案件につ

いてですが、現在、農地転用の県の許可については、現在、保留となって

います。保留の要因としましては、一つには、関連法令であります、県の

景観条例に基づく適合認証がまだ得られていないことです。担当課である

県の都市政策課としては、植栽をした図面を再提出させるということで、

申請書をご本人に差し戻しており、その図面が再提出され次第、適合がど

うかを判断する意向であります。また、田辺市の景観条例の許可につきま

しては、その植栽された新たな図面の提出を条件に、先月の１２月２５日

に既に許可を下ろしています。今後の見通しと致しましては、県の景観条

例の適合認証が下り次第、県農業会議の諮問を経て、県知事の農転の許可

が下りるという見込みとなっています。 

議    長   はい、ありがとうございます。これで予定しておりました案件は全て終了

しましたが、皆さんから何かございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。今日の議案の説明の中で、現地調査委員さんが許可に対

する何らかの意見がありましたが、事務局の方から、どういう案件で問題

があるのかをもう少しわかりやすく説明していただければと思います。 

愛須  局長   ２件とも既に埋め立てをしていたというところで、現場で委員さんと、始

末書を指導するということを協議いたしました。県の現地調査が来週火曜

日にありますが、始末書を書いてもらうよう指導しなさいということは間

違いないと思います。それを受けて申請者の方へ要請するということにな

っています。その辺の説明が抜かりましたので申し訳ございません。 

議    長   はい、他にございませんか。 

○○番 委員   ○○番○○です。太陽光発電施設で子どもが近づいたら駄目なのか、触っ

たら駄目なのかが全くわからないので、調べていただけますか。 

議    長   ちょっと、専門的なことなので事務局の方から聞いていただけますか。次

回、事務局の方から説明があると思います。それでは事務局から農振除外

の件について説明があります。 

愛須  局長   農業振興地域除外・農地転用基準の厳格化についての説明あり。 
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議    長   他に何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございましたら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきま

してありがとうございました。本日はこれで終了いたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後４時２６分終了 

 


